
燃えるごみの出し方

　使用したマスクやティッシュなどは小さい袋に
入れ、しっかりしばってからごみ袋に入れて指定

された収集日・時間までに出してください（前日
は不可）。ごみ出しの後は手洗いをしてください。

問 衛生環境課 ☎32-1598

宇城市
新型コロナウイルス感染症
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　政府は、全国民を対象に「特別定額給付金」10
万円を支給することを決定しました。市から世帯
主宛てに申請書を発送しますので、受付期間内に
手続きをしてください。
申請書発送日　5月11日㊊
申請方法・受付期間
　①オンライン申請（マイナンバーカードが必要）
　　国の受付開始日～8月11日㊋
　②郵送
　　5月12日㊋～8月11日㊋

給付時期

5月下旬から（順次支給する予定）
※オンライン申請の場合は短期間での給付が可能。
※給付は原則として申請者（世帯主）の本人名義の
　口座に振り込みます。
制度内容については、総務省コールセンターへ
☎03-5638-5855（土・日・祝日を除く9時～18時30分）
詐欺に注意
　市や総務省が、現金自動預払機（ATM）の操作
や手数料の振り込みを求めることはありません。

10万円の特別定額給付金の申請受付を開始します 問 市コールセンター ☎32-8080

市民の皆さまへ

　4月16日、緊急事態宣言の対象が全都道府県へ
と拡大されました。皆さまには、更なる自粛生活
で今まで以上にご不便をおかけしていることとは
存じますが、どうかご自身とご家族の大切な命を
最優先にした行動を心掛けていただきたいと思い
ます。
　市としても、政府決定の「特別定額給付金」を皆
さまに早急に支給できるよう、県内でいち早く具
体的なスケジュールを発表し、5月11日の発送を

予定しています。また、市独自の支援策として業
績悪化が懸念される中小企業への利子補給制度
や、テイクアウト可能な飲食店の情報提供などを
行っているところです。この紙面の情報をご確認
いただき、遠慮なくお尋ねいただければと思いま
す。
　市を挙げてこの危機を乗
り越えるべく、皆さまの
ご協力をお願いいたします。

傷病手当金を支給します 問 市民課 国保年金係 ☎32-1417

対象者　宇城市国民健康保険の加入者で、新型コ　
　ロナウイルス感染症に感染した、または発熱な
　どの症状があって感染が疑われ、療養のために
　一定期間勤務できず、給与が受けられない人
支給対象期間　勤務ができなくなった日から3日
　を経過した日から勤務ができなかった期間
支給額　（直近の継続した3カ月間の給与収入の　
　合計額÷直近の継続した3カ月間の就労日数）
　×2／3×日数（支給対象となる日数）

※給与収入の全部を受けることができる場合は、
　支給することはできません。給与収入の額が、
　算定される傷病手当金の額より少ないときは、
　その差額を支給します。
適用期間　令和2年1月1日から9月30日の間で、
　療養のため勤務できなかった期間（ただし、入
　院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで）
添付書類  ・所定の医師の意見書  ・事業主の証明書
　詳しくはお問い合わせください。

▪延期イベント

開催予定日 イベント名 会場 問い合わせ ☎

11月予定 市総合防災訓練 小川町（会場未定） 防災消防課 32-1766

未定 市手話奉仕員養成研修 松橋公民館 社会福祉課 32-1387

9/13㊐ 「文化講演会/宇城」姜尚中氏講演会 ウイングまつばせ ウイングまつばせ 32-5555

4月28日現在

期間 場所 問い合わせ ☎

5/31㊐

市老人福祉センター、市元気老人交流施設 ( 高齢者センター ) 高齢介護課 32-1406

市小川総合福祉センター、市ふれあいの館 社会福祉課 32-1387

市内社会体育・学校体育施設 ( グラウンド・体育館 ) スポーツ振興課 32-1945

不知火美術館 不知火美術館 32-6222

全市立図書館 中央図書館 32-6211

市立郷土資料館、市立松合郷土資料館 文化課 32-1954

松合ビジターセンター 商工観光課 32-1604

市公民館、市民館、河江コミュニティーセンター、インダストリアル研修館 生涯学習課 32-1943

市ビジネスサポートセンター 地域振興課 32-1906

市農村環境改善センター（三角） 三角支所経済課 53-1111

市農業就業改善センター（会議室・調理室） 不知火支所 33-1111

市海東地区農村コミュニティ施設（ふれあいセンター） 小川支所 43-1111

ウイングまつばせ、小川ラポート文化ホール ウイングまつばせ 32-5555

市屋内多目的広場 豊野支所 45-2111

当面の間

三角西港観光施設 三角町振興㈱ 090-5484-5219

街なか図書館 濱まち・出町　※イベント中止 同館（平山） 090-5486-6836

石打ダム資料館 三角支所経済課 53-1111

不知火温泉ふるさと交流センター（温泉・レストラン） 商工観光課 32-1604

▪市内各施設臨時休館情報 4月28日現在

▪中止イベント

開催日 イベント名 会場 問い合わせ ☎

3/1（延期→中止） 消防団不知火方面隊競技大会 宇城広域連合南消防署 不知火支所 33-1111

5/31㊐まで 全ての図書館イベント 各図書館 中央図書館 32-6211

5/31までの㊎ 脳いきいき教室・サークル 不知火公民館

高齢介護課 32-14065/31までの㊊～㊎ かたろう会 宇城市老人福祉センター他

5/31までの㊍・㊎ みな来るサークル ウイングまつばせ・大岳地区市民館

4/25㊏～5/17㊐ みすみ今昔写真展 JR 三角駅前海のピラミッド みすみ今昔写真部 53-0747

5/9㊏ 防災・減災フェスタ2020 豊野公民館 事務局（糸山） 090-4865-8476

5/31㊐ 消防団松橋方面隊総合訓練 宇城広域連合南消防署 防災消防課 32-1766

6/7㊐ 宇城市民環境美化運動 市内全域 衛生環境課 32-1598

6/14㊐ 消防団消防ポンプ操法大会 宇城市役所北側駐車場 防災消防課 32-1766

6/21㊐ 映画「オズランド」上映会 ウイングまつばせ ウイングまつばせ 32-5555

4月28日現在

4/15㊌～6/7㊐に予定していた企画展「グリーン＆グリーン」は美術館が再開し次第、開催します。
問 不知火美術館　☎32-6211

(5月11日㊊から開設 )



年金事務所体制の縮小について

問 熊本東年金事務所 ☎096-367-2503

　緊急事態宣言を受け、窓口を縮小して業務を
行っており、年金事務所への電話がつながりにく
いまたは受電できない状態になっています。また、
来所の場合は、当日中の対応ができないことがあ
ります。可能な限り、郵送での手続きをお願いし
ます。

特別労働相談

問 熊本労働局 ☎096-352-3865

場所　熊本労働局 雇用環境・均等室（熊本市西区）
対象　求職者、労働者、事業主など
時間　8時30分～17時（土・日・祝日除く）

木曜の延長窓口は当面の間中止します

問 市長政策室 ☎32-1803

　再開時期は、決定次第お知らせします。

司法書士が無料で
電話・WEB 相談をお受けします

問 日本司法書士会連合会 

　 新型コロナウイルスの影響により、経済的な不
安や法的問題を抱えている方々への支援として、
無料電話相談やMicrosoft TeamsによるWEB面
談相談を行います。
電話相談窓口　☎0120-31-5199

　受付時間　平日 11 時～17時
WEB 面談相談　※予約制
　受付時間　平日 14時～17時
　予約先アドレス　sodan@nisshiren.jp

家賃を支援します

問 市生活自立支援センター ☎32-1135

　次の全てに当てはまる人は給付金の対象になる
可能性があるので、ご相談ください。
1　離職・廃業をした日から2年以内、またはやむ
　を得ない休業等により、収入を得る機会が減少
　した人
2　資産が一定額以内、かつ収入が基準額を超え
　ていない人（収入を得ていない人を含む）

3　1・2の状態になる前に、世帯の生計を主に維
　持していた人
　原則3カ月間（状況に応じて最長6カ月延長可
能）を限度に賃貸住宅などの家賃として宇城市か
ら家主に支給します。

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯

収入基準額（月額）11.1 万円 15.5 万円 18.3 万円
金融資産 46.8 万円 69 万円 84 万円

農林漁業者向け金融支援制度

問 農政課 ☎32-1641 農林水産課 ☎32-1651

　県が創設した、「新型コロナウイルス対策緊急
支援資金」制度に伴い、市でも利子補給と保証料
について補助金を交付します。
◆ 制度の概要

申込手続き　最寄りの金融機関で受け付けます。
　この他、日本政策金融公庫の農林漁業セーフ
ティネット資金（特例）の利用が可能です。
◆ セーフティーネット資金

※簿記記帳を行っている人は、貸付限度額の引
　き上げが可能となる場合があります。　
　セーフティネット資金の取り扱いについては、
日本政策金融公庫熊本支店（☎096-353-3104）
にお問い合わせください。

対象者
前期より 1 割以上農林漁業収入
が減少した人など

使途
運転資金（肥料、農薬、資材費、
その他経営の維持に必要な経費
など）

貸付限度額 1,000 万円（融資枠は 23 億円）

貸付金利 1.4％（R2.2.20 現在）

利子補給負担割合 県50％・市20％・金融機関30％

無利子化
（利子補給）期間

5 年間

償還期間（据置） 10 年以内（3 年以内）

保証料 0％（全額補助：県50％・市50％）

貸付限度額 1,200 万円

償還期間（据置） 10 年以内（3 年以内）

無利子化（利子補給）期間 5 年間

　新型コロナウイルス感染拡大により事業に影響
を受けた、市内に本店または営業所のある中小企
業・小規模事業者の資金繰りを支援するため、金融
機関などから運転資金などの融資を受けた利子の
一部を補助（上限50万円）します。
　また、県には保証料を支援する制度があります。
制度の概要

　

中小企業資金繰り支援（利子補給制度）

問 商工観光課 ☎32-1604

対象者
（全てに該
当する人）

・次の対象融資制度を利用し、金融機関
  から運転資金などの融資を受けた人
・融資実行日から利子補給の申請日まで、
  継続して市内で事業を営んでいる人

対象
融資制度

・金融円滑化特別資金（新型コロナウイル
  ス感染症対策分）県独自分
・金融円滑化特別資金（セーフティネット
  保証 4 号 新型コロナウイルス感染症対
  策分） 
・金融円滑化特別資金（危機関連保証新型 
  コロナウイルス感染症対策分） 
・新型コロナウイルス感染症特別貸付 
・商工中金による危機対応融資  
・衛生環境激変対策特別貸付
・ 新型コロナウイルス対策マル経融資

補給金額
各年 1 月から 12 月までに支払った利子 
全額 （上限 50 万円、予算の範囲内）

補給期間 3 年間

申請・交付 申請：毎年度1月　支払い：3月を予定

備考
・運用開始日から適用　・借換えの場合、熊
本地震分の借入れ残高は利子補給の対象外

中小企業・小規模事業者向け相談

問 県商工振興金融課 ☎096-333-2314

　県では、新型コロナウイルス感染症により大き
な影響を受けている中小企業者向けに、経営など
の相談窓口や各種融資・補助制度、雇用関係の助
成金などをまとめたガイドブッ
クを作成しました。
　順次、内容を更新しています
ので、詳しくは県のホームペー
ジをご覧ください。

電話相談窓口

問 宇城保健所 ☎32-1207

　次に該当する人は、保健所の相談窓口へ連絡く
ださい。
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続い
　ている（解熱剤を飲み続けなければならないと
　きを含みます）
　※高齢者や基礎疾患などのある方は、上の状態
　　が2日程度続く場合（妊婦の方も念のため高
　　齢者や基礎疾患などがある方と同様）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
・新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者または
　クラスターの一員に該当する（症状の有無や接
　触した日からの経過日数は問いません）
　新型コロナウイルス感染症に関するその他の情
報は県や厚生労働省ホームページをご覧ください。

臨時休館中の図書の貸し出し

　事前予約された図書の貸し出しを行います。
申し込み方法　図書館ホームページ、 電話、FAX
※図書カード番号・氏名・電話番号・予約したい
　本の題名・著者名・受取館を伝えてください。
図書の受け渡し
時間　電話またはメールで図書の取り置きの連絡
　　　を受けた日以降の毎日13時～16時
　　　　（月曜・第３金曜・月末日を除く）
場所　各図書館入り口（館内には入れません）
◆ 休館中の特別な取り扱い
　・貸し出し冊数　10冊／人
　・貸出期間　1カ月間（新刊は2週間）
　※貸出期間の延長はできません。

問 中央図書館 ☎32-6211　F 32-6213
三角 ☎53-1849 小川 ☎43-5111 豊野 ☎45-3205

▪市内小・中学校を臨時休校します
▪奨学金の貸与・返還猶予

問 教育総務課 ☎32-1907

▪小中学校の臨時休校について

　休校は、5/31㊐まで。再開時期などは、保護者
メールや市ホームページなどでお知らせします。
▪奨学金の貸し付けについて

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で失職した
り、収入が減少するなどし、高校や大学などへの修
学が難しい人に対し、奨学金を貸与します。
高校・高等専門学校・専修学校の高等課程 2万円
短期大学・専修学校の専門課程    2万5000円
大学    3万円または5万円　　　　　（全て月額）
▪奨学金の返還猶予について

　同様の理由で奨学金の返還が困難となった人に
ついて、奨学金の返還を猶予します。
猶予期間　返還猶予決定した月から、最長１年間
共通　申請期間　随時　申請場所　教育総務課
　対象、条件、申請書類など詳しくはこちらから

返還猶予貸し付け

　市ホームページに掲載する申請書にご記入の
上、令和3年1月末までに提出してください。　　　　　
※ご利用金融機関が発行した「利子支払実績証明
　書」の添付が必要です。
　利子補給額は、令和3年3月から支払います。


